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は じ め に

【趣 旨】

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条の

規定に基づき、すべての教育委員会は、毎年、教育行政事務事業の管理執行状況につい

て自己点検及び評価を行い、公表することとなっております。

そこで、板倉町教育委員会では、次頁の「教育に関する事務の管理及び執行状況の点

検・評価の実施方針」に基づき、効果的な教育行政の推進に資するとともに、町民への

説明責任を果たすため、重点施策に基づく事務事業について点検評価を実施し、報告書

にまとめました。

【点検評価の対象】

点検評価の対象は、本町教育委員会の令和４年度教育行政方針の主な施策と事務事業

としています。

【点検評価の構成】

教育行政方針の重点施策毎にまとめ、項目として「主な事務事業名」「事務事業の概

要（目的及び手段・方法等）」「指標・実績又は成果」「評価」「課題及び改善策」の五

つの項目を設定しました。

【外部者の知見の活用】

点検・評価の客観性を確保するため、教育に関し学識経験を有する外部の方々のご意

見をお聞きする機会を設け、ご意見、ご助言をいただきました。ご意見をいただいた方

々は、次のとおりです。

（敬称略）

氏 名 所 属 等

景 山 初 女 主任児童委員（元教育長職務代理者）

山 口 秀 雄 人権擁護委員（元板倉町役場住民環境課長）



【教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価の実施方針】

１．趣旨

この実施方針は、板倉町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条の規定に基づき、

教育に関する事務の管理及び執行状況について点検及び評価を行い、課題等を明確にす

ることにより、教育行政の効果的な進展を図ることについて定める。

２．点検・評価の対象

点検・評価の対象は、前年度に管理及び執行した事務のうち、板倉町教育行政方針の

重点施策に基づく事務事業とする。

３．点検・評価の時期

点検・評価は、毎年度、実施する。

４．点検・評価の方法

板倉町教育行政方針の「重点施策に基づく事務事業」は、別紙「点検評価調書（施策

並びに主な事業）」により前年度の事務の管理及び執行状況を点検評価し、課題等を明

確にすると共に今後の方向性を示すものとする。

５．点検・評価の公表

教育委員会は、点検評価に関する報告書を作成し、板倉町議会に提出するとともに、

公表する。

６．点検・評価の流れ

〔計画〕Plan

↓

〔実施〕Do

↓

〔評価〕Check

↓

〔見直〕Action

〔公表〕

※別紙「点検評価調書（施策並びに主な事業）」は省略。

教育行政方針 ： 重点施策・事務事業

方針及び計画に基づく事業の実施

内 部 実 績 評 価

報告書作成：議会への提出、町民への公表
検 討：課題、改善策及び方向性の検討



主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策
①広報いたくら作成
板倉町Webサイト（HP）活用
②町教委ニュース「かけはし」

１．特色ある学校づくりの推進

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

Ⅰ．教育行政情報の充実

１．教育委員会の広報活動の充実

【学識者の意見】
　教室講座などは季節のイベントも多く、募集するとすぐにいっぱいになる人気のある講座もあると聞きます。ただいつも同じような参加者ではなく、新しい参加者も獲得できるよう工
夫が必要だと思います。魅力ある講座がたくさんあるのでもったいないです。是非孤立しているような人に声を掛け合って地域の交流する場として活用して頂きたい。「かけはし」は
地域と学校をつなぐ大切な手段となっているので、出来るだけ先生方の負担を減らして続けていただきたい。

Ⅱ．学校教育の充実

【学識者の意見】
　地域の方々の協力がなかなか得られないと悩む学校が多い中、板倉は本当にいい関係を築けていると思います。いろいろな世代の方々と交流し、より地域の事を理解し、関心を
持つことは子供達の成長にも将来のためにもいい刺激になると思います。

施　策　の　ね　ら　い 広報いたくら及び町ホームページ等を積極的に活用し、教育行政に関する情報公開と情報提供を推進します。

施　策　の　ね　ら　い 児童生徒や地域の特性を生かした学校ぐるみの、特色ある学校づくりを推進します。

①「特色ある学校」づくりの推進
②各学校における「学校ぐるみ
の取組」の推進

①広報紙の教育委員会専用ページに次月の
イベント、教室講座等の情報を掲載すると共
に、様々なお知らせを紹介します。また、町
ホームページでは教育関連事業、公民館など
社会教育施設並びに最新情報を掲載し町民
の利便性を図ります。
②教育委員会ニュースを活用し、教育行政に
関する情報と学校行事等に関する情報を提供
します。

①広報いたくらの年間延べ
掲載ページ数：１９ページ
②年３回毎戸に配布し、各
学校の取組等の情報を提
供しました。　　　　

①広報紙は、限られたスペースのため事業
等の増減により、月毎の情報量に差が出て
いるが、掲載形式の工夫で見やすくなって
います。一方で、新型コロナウイルス感染症
の影響で学級・講座事業を開催できない月
があったため、掲載ページ数の減少がみら
れました。また、ホームページも各公民館で
講座教室等の情報を適宜更新するなど、有
効に活用されています。
②「かけはし」は、年３回の発行のため、学
期ごとに各学校の話題を中心に取り上げ、
好評を得ています。

①広報紙、ホームページの技術を
持つ専門職員がいないことから、研
修などにより職員の能力向上に努
力していきます。特に広報紙レイア
ウトについての技術向上が課題で
す。
②これまでは年６回の発行のため、
学校側の負担が増えているという
課題に応えるため、年３回の発行と
し、児童生徒の活動を具体的に掲
載することにより、地域住民により身
近に感じてもらうようにした。

①②「特色ある学校」づくりの推進と、各校の特
色を生かした「学校ぐるみの取組」の推進を依
頼します。

各学校おいて特色ある教
育課程を創意工夫しながら
編成・実施し、特色ある学
校づくりを進めることが求め
られています。

東小：「かがやく笑顔・やさ
しい笑顔あふれる東小」　　　　　　　　　　　　　　
西小：「生き生きと学び、と
もに成長する板倉西小学
校」　　　　　　　　　　　　　　　
板中：目指せ「令和のさわ
やか板中生」～あいさつ、
笑顔、返事、服装、感謝～

①②各校が「学校ぐるみの取組」を地
域や児童生徒の実態に応じて策定
し、新しい生活習慣を取り入れなが
ら、できるかぎり地域の教育資源を授
業や学校行事に取り入れ、体験活動
をとおして、自然や地域に関心を持っ
たり、人と関わり合う力や伝えあう力を
育むことができました。

①②特色ある学校づくりへの取
組は、児童生徒のめざす姿を
明確に持つことで、より具体化
することができます。取組が目
的とならないように留意する必
要があります。

1
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２．学校経営の充実

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

【学識者の意見】
　板倉の先生方は真摯に生徒とプロ意識を持って対応して下さっていると思っています。おかげで子供達も落ち着いて学校生活を送っています。学校訪問した時など子供達の笑
顔を見るとそのように感じます。先生方が日頃から子供達を思い、よりよい授業を、学校生活を目指して努力して下さっているからにほかならないのではないでしょうか。しかし多くの
人の中での仕事ですので、時には心が辛くなることもあると思います。いくらプロ意識を持って仕事に向き合っていても無理をして抱え込み過ぎるのもいいことではありません。ぜひ
自分の心を大切にして頂きたいと思います。

施　策　の　ね　ら　い
「学校評議員」の適正な運営や学社融合を視野に入れた、校長のリーダーシップによる学校運営態勢の充実を図り、「開かれた学校」づくりを推進
して、学校評価を実施・公開して、家庭や地域との信頼関係を築くよう努めます。

①「自己評価」や「学校関係者
評価」を取り入れた「学校評価」
の公開
②教職員の「人事評価制度」の
効果的な運用
③学校公開及び授業公開

①各学校が、自らの教育活動や学校運営等に
ついて目指すべき目標を設定し、その達成状
況や達成に向けた取組の適切さ等について評
価することにより、学校として組織的・継続的な
改善を図ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②教職員の資質及び能力の向上を図り、学校
の教育力を高めることで、職員が協力して児童
生徒を健やかに成長させることを目的に、自己
申告書の作成や管理職による面談等を通し
て、効果的な運用を図ります。
③各校が、学校公開や授業公開の場を設定
し、「オープンスクール」という名称で、保護者
だけでなく一般町民に対して「開かれた学校」
の推進を図ります。

①年２回実施。各学校ごと
に結果を保護者に配布しま
した。また、ホームページ上
に公表しました。　　　　　　           
②目標設定（６月末日）、実
践及び職務遂行状況の確
認（６月～）、中間申告と中
間申告時の面談（必要に応
じて、１０月）、達成度の自
己評価と最終申告時の面
談（２月）、という手順で評
価しました。　　　　　　　　　　　　　　　　
③各小中学校で授業参観
及びオープンスクール（学
校公開）を実施。
・各小中学校において、町
議会議員・教育委員・学校
評議員の学校訪問実施。

①各学校が、自己評価及び保護者な
どの学校関係者による評価の実施と
その結果の公表・説明により、説明責
任を果たすとともに、保護者、地域か
らの理解と参画を得て、学校・家庭・地
域の連携・協力による学校づくりが進
められています。
②「教員育成指標」を活用してキャリア
段階を踏まえて教員の資質向上を図
ることができています。業務評価に加
え、能力評価も給料に反映されること
になりました。初期面談及びフィード
バック面談の時間をしっかり確保し、
管理職が一人一人の教職員に対し丁
寧に説明し、被評価者も納得できる評
価を目指しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③オープンスクールや学校公開は予
定どおり実施されました。学校現場の
現状を知る機会として、教育委員・学
校評議員の学校訪問を実施するな
ど、各校とも「開かれた学校」づくりを
進めています。

①学校評価の結果に応じて、
学校に対する支援や条件整備
等の改善措置を講じることによ
り、一定水準の教育の質を保
証し、その向上を図ることが求
められています。
②教職員の「人事評価制度」に
ついては、日頃から管理職が
各教員の授業力や生徒指導
力、学校運営力等を把握でき
るよう、授業参観や観察等が重
要です。評価のための評価と
ならないよう、特に教職員の職
能成長、意欲の向上、学校の
組織力の向上を図るための各
校の工夫・改善が必要です。
③「オープンスクール」や「学校
公開」にこだわらず、さらに地
域に開かれた学校を目指しま
す。



主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

３．社会の変化に対応する教育の推進

【学識者の意見】
　早い時期から外国語に触れることは大切だと思います。理想を言えば点数を取る教科ではなく、コミュニケーションを取るためのツールの一つとして身につけて欲しい。ALTの先生
にはネイティブの発音をもっと生徒に聞かせてもらいたい。専科教諭、担任には英語でのコミュニケーション、日本以外の国の文化や言語を知る楽しさを伝えてもらいたい。理解を深
めていけば、逆に日本の良さを見直す事にもなると思います。

施　策　の　ね　ら　い
地域の特性を生かした国際理解教育（外国語活動を含む）・環境教育・健康教育の充実を図るとともに、地域の施設や地域社会と連携したキャリア
教育、情報教育、体験を重視した教育を推進します。

①小中学校への外国語指導助
手の配置（各小中学校に３名の
ALTを配置）

①②令和2年度より小学校５・６年生が教科とし
ての英語が必修になり、小学校３・４年におい
ても、外国語活動を実施するようになりました。
それを受けて外国語指導助手（ＡＬＴ）を各小
学校に配置し、英語教育の充実を図ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①②１・２年生は年間１０時
間程度、３・４年生は、年間
３５時間の授業を行い、コ
ミュニーション能力の素地
を養っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①②小中学校全クラスに外国語指導
助手（ＡＬＴ）を配置し、小学校１年生
から会話中心の活動を行っているた
め、外国人・外国語に対する児童の
「親しみ」や「慣れ」が進み、関心・意欲
が高くなっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①②小学校では、担任が外国
語活動を主導するのではなく、
英語専攻の教職員が英語専科
として授業を行っています。そ
のため、時には、専科教諭・担
任・ＡＬＴの複数体制で授業を
行うこととなります。事前の打合
せ時間をしっかり確保し、複数
体制で授業できるよさや英語
の専門性を生かして、コミュニ
ケーションをとることの楽しさを
伝えられる活動の充実を目指
します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②小学校においての外国語活
動の充実（１・２年生：年間１０時
間、３・４年生：年間３５時間実
施）

3
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主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

４．指導内容・方法の改善・充実

【学識者の意見】
　外部の講師の方による研修は、専門の知識や最新の情報が学べる絶好の機会だと思います。また内々では気づきにくい事も第三者による指摘で気づくこともあり、視野が広がる
機会でもあると思います。外部講師の方々のお話は経験を生かしたものも多く、大変興味深い物です。先生方も積極的に質問や議論があったと言うことですから、とても刺激になっ
たことだと思います。知らないことを知るというのはいくつになってもとても楽しいものです。

施　策　の　ね　ら　い
特色ある新教育課程の編成・実施を通して、基礎的・基本的な内容が確実に身に付くよう、児童生徒一人一人の個性を生かしたきめ細かな指導に
努めます。併せて、家庭学習の充実及び個別学習の実施と読書の習慣化を通して児童生徒一人一人の学力向上を目指します。

①町教育研究所主催教職員研
修の実施（全体研修、研究員に
よる研修）
②日・週・月・学期・年間を見通
す週案簿の活用と評価

①外部講師を招請しての全体研修、研究員に
よる研修を行います。　　　　　　　　　　　　　                    　　　　　　　
②教育課程の量的、質的な管理が重要視され
ており、週案簿の活用は欠かせないものになっ
ています。

①外部講師として群馬大学
客員教授久保信行先生を
招聘して、「魅力ある道徳
授業をつくる－考え、議論
を深めるために－」をテー
マに教職員全体研修会を
実施しました。　　　　　　　　　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②教員は、毎月、各学校で
決められた日に、管理職に
週案簿（または週案デー
タ）を提出しています。　　　

①教職員全体研修会では、町内小中
学校全校の教職員がほぼ全員参加
し、積極的に質問したり、活発な議論
を行ったりするなど充実した研修会と
なりました。研修会後に、講師の先生
からは「板倉町の教職員の皆さんはと
ても意欲的で大変すばらしい」とお言
葉を頂きました。　　　　　　　　　　
②教育課程の量的、質的な管理及び
単元構想力の向上は授業改善に役
立っています。

①今後も意欲的に参加したく
なるような必要感のある研修を
実施します。
②教育課程の見直しが日常化
されつつありますが、カリキュラ
ムマネジメントをもっと充実さ
せ、週案簿の作成が目的とな
らないように留意する必要があ
ります。



５．生徒指導の改善・充実

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

【学識者の意見】
　最近は感情を表に出さない生徒が多いように感じます。思っていることを口に出させるのは大変時間がかかると思います。思春期にさしかっかた５，６年生から中学生は本当に難し
い時期で、一人一人違う対応が必要になっていると思います。そんななか相談員さんが４人+スクールカウンセラーさんもいることは心強いです。５人の先生の中には生徒と気が合う
人もいるでしょうから、上手く話を引き出してもらって、生徒に明るい未来が見えるように導いて下さることを期待いたします。

施　策　の　ね　ら　い
校内の組織力を生かした支援態勢の確立と学校不適応対策の充実を図るとともに、家庭・地域・関係機関との連携を深め、教育相談の充実に努め
ます。

①中一ギャップ解消に向けた取
組の充実（入学説明会）
②教育相談員の各学校への訪
問指導の充実
③各学校におけるチーム支援
の確立

①小学６年生とその保護者を対象に中学校の
入学説明会を実施します。　　　　　　　　　　　　　　　　　                  
②町の教育相談員を各小学校1名、中学校２
名の計４名配置します。
③問題を抱える児童生徒の担任だけが単独に
対応するのではなく、管理職や生徒指導担
当、教育相談担当などがチームを組んで、今
後の対応の仕方などを話し合います。

①令和６年１月に小学６年
生とその保護者を対象に入
学説明会を実施し、入学の
心構えや先輩たちの生の
声を聞きました。また、東西
小の児童が交流する活動
を多く取り入れ中一ギャッ
プ解消に向けて取り組んで
います。　　　　　　　　　　　　
②４名の教育相談員が分
担し、各小中に毎日訪問
し、のべ4,103件の相談が
ありました。     　　　　　　　　　　    
③小学校では毎月、中学
校では毎週、教育相談部
会を開き、その都度、必要
に応じて問題を抱える児童
生徒の今後の対応等を話
し合っています。

①板倉中学校の入学説明会におい
て、小学校６年生が交流できる活動を
取り入れたことは、中学１年生の不登
校対策の１つの大きな柱となっていま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②小・中学校配置の教育相談員と先
生方の連携は、問題行動の早期発見
や早期解決に重要な役割を果たして
います。気になる児童生徒について
は、相談員が授業にも参加して様子を
見たり支援したりすることで、関係づく
りにも役立っています。
③スクールカウンセラー（SC）が各小
学校では月１日、中学校では月２日来
校し、不登校傾向のある児童生徒や
問題を抱えている児童生徒を授業等
で観察したり、保護者と面談を行った
りしています。また、SCが見立てた児
童生徒の様子を担任や関係職員に伝
えることで、意見を交換をしながら、
チームでの支援が進んでいます。

①小学校が東西２校となりまし
たが、今後も交流活動を継続し
て行う必要があります。
②町教育相談所や相談員の
存在を保護者等にＰＲし、親近
感を持ってもらい、より活用して
もらえるように努力します。　
③板倉中学校のチーム支援
は、不登校生徒や不登校傾向
の生徒の支援に大く貢献して
います。しかし、毎年相談室登
校などの生徒が増えていること
を真摯に受けとめ、原因や対
応をより具体的に考える必要が
あります。

5
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施　策　の　ね　ら　い

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

６．進路指導の改善・充実

小・中・高・地域との連携を図りながら、児童生徒の夢を育み、主体的に進路選択できる能力を養うよう、計画的・継続的な指導に努めます。

【学識者の意見】
　夢に向かって一生懸命頑張っている時が一番幸せだと聞いたことがあります。目指せる環境であることへの感謝、自分の人生を自分でコントロールしているという満足感。それは自
己肯定感や有用感にもつながり、人生をプラスに導いてくれるはずです。そして大人はどんな夢でも、小さい目標でも否定せず見守ってあげることが大切だと思います。

７．豊かな人間性の育成と人権教育の推進

【学識者の意見】
　人権とは、と調べると「人間として幸せに生きていくための権利」とあります。自分の大切さと共に他人の大切さを認めること。共に生きていくことの意義を授業を通して学んでいって
欲しいと思います。まずは自分の身の回りの小さな幸せ、喜びを共に感じることから始まり、自分はこの社会の中で何が出来るかを考え、そして行き着く所は紛争や戦争について知
り、平和な社会を願う事だと思います。

施　策　の　ね　ら　い
感動体験を生かし、ともに考えながら自他や地域を尊重する「道徳教育」を推進し、人権週間の取組等を通して、「基本的人権」を尊重する教育の
推進・啓発に努めます。

①キャリアパスポートの適切な
活用
②中学校における職場体験学
習を含めたキャリア教育の充実

①全小中学生対象に、板倉町独自の「キャリア
パスポート（子どもたちが小学校から高等学校
卒業までキャリア教育に関わる活動について記
入し、記録を保管するもの）」を導入 ・活用して
います。             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②１年生で「職業調べ」、２年生で「上級学校調
べ」「職場体験学習」、３年生で「学校説明会や
体験入学」を行い、自分の将来の生き方を考え
た上での進路決定を促しています。　　　　　　

①板倉町の全小中学生が
キャリアパスポートに活動や
記録を記入することができ
ました。
②卒業生１０２名が上級学
校へ進学しました。

①キャリアパスポートで、成長や活動
の記録を振り返ることができるため、自
らの成長を感じ取ったり、なりたい自分
像を捉えやすくなりました。
②上級学校への進学について、以前
より選択の幅が広がっています。不登
校の生徒も自分にあった通学形態を
選択するなど、将来を見据えた進路
選択ができるようになってきました。

①「キャリアパスポート」の活用
として、今後、短期目標だけで
なく、長期目標も立てていく必
要があります。
②生徒の多様な生活背景を見
据えた進路指導と、高校途中
退学者等を出さないような中学
校での進路決定が必要です。　　　　　　　　　　　

①社会教育との連携（標語・作
文コンクール参加）を図った人
権教育の推進
②体験活動を取り入れた道徳
教育の推進
③「考え、議論する道徳」への
転換

①１２月の人権週間に合わせて、全児童生徒
が標語や作文を書き、その中から各学校、各
学年ごとに代表作品を選出しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②道徳の時間は、週１時間、年間３５時間、教
育課程の中に組み込まれています。その中に
体験活動を取り入れています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     
③令和２年度から中学校でも「特別の教科　道
徳」となり、問題解決的な学習の導入など指導
方法の工夫が求められています。

①町内の全児童生徒の応
募作品の中から、各学校が
各学年の代表作品を選
び、教育長名で表彰してい
ます。　　　　　　　　　　　　　　
②「日常の共通な生活経
験」を児童生徒に意識させ
ることで、道徳的心情や道
徳的実践力の育成が図ら
れています。　　　　　　　　　　　　　　　　　
③各小中学校では、板倉
町教育研究所で研究した
「考え、議論する道徳」を校
内研修にも活かし、実践し
ています。

①人権週間に合わせ、毎年必ず人権
に関わる課題について考えることで、
児童生徒が自分のこととして認識する
姿勢が徐々に見られるようになってき
ました。
②授業で取り上げることのできる「事前
の体験」を教師側が意図的に取り入れ
るなどの工夫が見られるようになって
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③中学校では、ローテーション授業を
行い、全部の教員が関わり３５時間の
授業確保を行っています。また、道徳
の時間だけでなく、その他の教科にお
いても人権教育を念頭に置いた実践
が増え、教員の人権感覚も少しずつ
向上が見られます。

①低学年においては、「人権
教育」の意味について理解さ
せる必要があります。高学年や
中学生においては、人権標語
や人権作文を書くことが目的と
ならないようにする必要があり
ます。
②③中学校では、道徳の時間
については、教師主体の授業
もあり、他の教員の授業を参観
するなど今後、授業改善をして
いく必要があります。



主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

９．特別支援教育の充実

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

８．健康教育の推進と体力の向上

【学識者の意見】
　地域の食材を使った給食は他の市町村からみると、とても素晴らしく、羨ましい事業だそうです。食材を提供して下さる農家の方々のご苦労にも配慮して、出来るだけ長くこの取り
組みが続くことを願っています。

【学識者の意見】
　最近は保健センター、保育園、小学校とよく連係が取れていると聞いています。早い時期に発達障害を持つ児童を見つけ、適切な指導を受けられるのは、その後の子供の発達に
はとても大切なことであると思います。しかしそこには親心と言う物もあってなかなか受け入れられないという気持ちもよくわかります。相談をする人もいなければ、場所もないという保
護者に対しては園長先生の存在はとても大きいそうです。板倉町にも気楽に相談できる専門の機関があればと願っています。

施　策　の　ね　ら　い
学校保健と学校給食の充実を図り、児童生徒の健康教育を推進します。給食費の無料化により子育て世帯の負担を軽減し、学校を中心とした食育の充実を
図り、地域全体で望ましい食の在り方を追求していきます。また、指導内容・方法等の工夫による学校体育、地域の指導者を活用した運動部活動の充実を図
り、生涯スポーツの基礎作りに努めます。

①「地域の食材を生かした学校
給食」の推進
②町内産の米や野菜等を使用
した学校給食メニューの作成推
進
③小中学校給食費無料化

①②北小は平成１３年度、西小は平成１６年
度、板倉中は平成２０年度、東小は平成２１年
度、南小は平成２３年度から地域食材を使った
学校給食を実施しています。
③平成２９年度から町内小中学校に在籍する
児童生徒の学校給食費を無料化し、町が負担
しています。また、食物アレルギーを理由として
弁当代替対応をしている保護者には、給食費
相当分を補助しています。

①②年１回は、学校・生産
者・町教委で地域食材の会
を開き、納入価格・納入数
量等についての話し合いを
行っています。
③町内小中学校で児童生
徒の給食費無料化を継続
しました。また、弁当代替対
応補助は４名に実施しまし
た。

①②米は１００％板倉産で、野菜も１５
種類以上の地域食材を提供してもら
い、学校給食に取り入れられるように
なりました。                                                            
③町内小中学校全児童生徒の給食
費無料化が実施され、小学校におい
て年間４７，２８０円、中学校では、１・２
年生において５６，８４０円、３年生にお
いて、５４，８１０円の子育て世帯の負
担が軽減されました。

①②「地域食材を生かした学校給
食」については、現状のように学校
単位で取り組みつつ、各地区の代
表者から構成する協議会の体制づ
くりを各学校と生産者とのつながり
が薄まらないよう配慮しつつ検討し
たい。また、学校と協力し会員の確
保に努めたい。
③物価高騰に伴い食材の高騰も懸
念されます。栄養教諭等と協力し
給食の質が落ちないよう努めていき
ます。

施　策　の　ね　ら　い
適正就学を推進し、学習障害児等の指導への対応と個々に応じた指導の改善・充実に努めます。また、特別支援教育の環境の整備を図り、状況
に応じて人的支援や他の関係機関との連携を図りながら、適正なサポートに努めるとともに交流教育を推進します。

①県及び町の「ことばの教室」
及び「LD・ADHD指導教室」設
置による通級指導の充実と就学
時健康診断時のことばの検査
実施
②発達障害をもつ児童生徒に
対する特別支援教育支援員の
配置
③適正な就学指導の実施   

①板倉西小学校に「ことばの教室」と板倉東小
学校に「LD・ADHD指導教室」が設置され、県
費の教職員１名と「ことばの教室」では、町費の
指導員１名で指導にあたっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②町内の３校に特別支援教育支援員を配置し
ています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    
③年２回、教育支援委員会を開催し、対象児
童生徒の適正就学について、協議します。

①「ことばの教室」においては、発音の
不明瞭な子の早期発見・早期指導が
行われ、成果を上げています。また、
「LD・ADHD指導教室」では、個に応
じた適切な教育支援計画が立てられ、
保護者からも評価を得ています。
②町内３校に特別支援教育支援員が
配置され、発達障害児だけでなく、特
別な支援を要する児童生徒に対する
支援が的確に行われ、学校や保護者
からも高い評価を得ています。
③保護者の多くが、協議結果を真摯
に受けとめ、理解・納得の上で適正就
学が実現しています。

①「ことばの教室」においては、早期
発見、指導という点で保育園・幼稚
園との連携がはかれていますが、
「LD・ADHD通級」では連携が図れ
ていない状況です。今後、福祉課や
保健センターとも協力を図る必要が
あります。
②特別に支援が必要な児童が普通
学級に在籍することの意味を保護者
と一緒に考える機会が必要と思われ
ます。
③教育支援委員会の判断の伝達
が、保護者とのファーストコンタクトと
ならないよう、指導主事による保育
園・幼稚園の訪問を実施し、就学時
健康診断前の就学児の把握に努め
ています。就学児が在園している園
の園長に保護者との間に入っていた
だくことで、スムーズな支援に繋がっ
ています。関係諸機関との連携を深
め、早期発見、早期対応を目指しま
す。

①「ことばの教室」では２７
名の幼児・児童が指導を受
け、１２名が指導終了の判
定を受けました。また、
「LD・ADHD指導教室」に
は、１０名在籍しており、個
に応じた適切な指導が行わ
れました。　　　　　　　　　　　　　　　　
②令和５年度は、１８名の
支援員を配置し、個々に応
じたよりきめ細やかな支援
ができました。　　　　　　　　
③６月１６日と１１月２0日と１
２月１日（臨時書面）の３回
開催し、就学児童２名、在
学児童生徒５４名の適正就
学について協議しました。
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主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

１０．学校施設・設備の整備・充実

【学識者の意見】
　最近の夏の暑さは尋常ではなく、暑い時期の体育の授業は非常に危険が伴うものだと思います。避難所にもなっているので、東西の両小学校の体育館にも是非エアコンを設置し
て頂きたい。タブレット端末や電子黒板を使った授業は、生徒もとても楽しそうで、積極的に授業に参加している様に見えます。とても時流に合った授業方法なのだと思います。そし
て学ぶ環境を出来るだけ整えてあげること。それがこれからは大切だと考えます。

１１．学校における安全確保の充実

【学識者の意見】
　避難訓練や不審者対応は自然と体が動くまで訓練するのが理想ですが、なかなか時間もかけていられないでしょう。教員だけでも手順を常に確認するだけでもいざというときの対
応が違うと思います。多くのボランティアさんのご協力が得られる環境は板倉の誇れるものだと思います。

施　策　の　ね　ら　い
学校教育施設・設備の整備による教育環境及び町の「防災計画」と連携した防災対策の充実を図ります。また、充実した教育環境をつくるため、教
育備品の整備及び更新を図ります。

①小中学校ＩＣＴ環境整備事業
②小中学生家庭学習支援事業
③東小学校体育館屋根・外壁
改修工事
④中学校職員室エアコン改修
工事
⑤小中学校冷水機設置工事

①ＧＩＧＡスクール構想に基づき整備した機器や
ネットワークの運用保守管理、また、経済的理由か
ら自宅にＷｉ－Ｆｉ環境のない家庭のためにＷｉ－Ｆｉ
ルーターを整備するもの。
②家庭学習や授業を支援するためオンライン学習
サービス（ＡＩドリル・キュビナ）を導入するもの。
③東小学校体育館の屋根と外壁の改修工事を実
施し長寿命化対策を行いました。
④中学校職員室のエアコンの改修工事を実施し、
快適な職場環境の整備を行いました。
⑤小中学校の児童生徒の熱中症対策として、小
学校には冷水機を新たに設置し、既に冷水機を
設置済みの中学校には、増設を行いました。

①運用保守管理については、
導入業者に委託し、適切に対
応しました。また、Ｗｉ－Ｆｉルー
ターを要保護・準要保護家庭
の児童生徒数を基に２３台を購
入しました。
②小学４年生から中学3年生６
４７名に導入。
③屋根の雨漏り対策と外壁等
の落下対策として改修工事を
実施しました。
④中学校職員室のエアコンの
更新工事を実施しました。
⑤児童生徒の熱中症対策とし
て冷水機設置工事を実施しま
した。

①ヘルプデスクなどを含め、委託業者の高
い技術力により適切に対応することができま
した。また、購入したＷｉ－Ｆｉルーターを貸
与したことにより全児童生徒の家庭でのオ
ンライン学習環境が整うとともに、オンライン
での授業も可能となりました。
②学習補助ツールとして、児童生徒の学習
に役立てることができました。
③雨漏りを解消するとともに、外壁をはじめ
とした部材の落下防止対策を実施したこと
により防災機能を強化しました。
④新型のエアコンに更新したことにより、職
員室の換気効率と空調効率を向上させるこ
とができました。
⑤自宅から持参した水筒の水を、下校の際
に冷水機から給水することにより、下校時の
熱中症対策に一定の効果がありました。

①タブレット端末や電子黒板を効
果的に活用し、いかに児童生徒
の学力を向上させるかが課題と
なります。
②家庭学習のみに限らず授業中
の活用や、宿題機能の活用も進
め、学力向上のツールとして更な
る活用の検討を進めます。
③④⑤施設の整備や維持管理
については、優先順位を見極め
対応します。

施　策　の　ね　ら　い 学校における安全確保を目指して、安全管理体制等の整備、防犯教育の充実、教職員等の危機管理の向上に努めます。

①各種避難訓練を定期的に実
施（不審者対応・火災・地震）
②「子ども安全協力の家」や家
庭・地域との連携による安全対
策の強化
③防犯ブザーの携行
④防犯パトロール等の実施
⑤学校安全ボランティアの募集                                                                                                                                                                     

①各校において、火災による避難訓練、地震
による避難訓練、不審者対応などを学期ごとに
計画的に実施しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②「子ども安全協力の家」を指定し、児童生徒
が登下校中に不審者等に遭遇した場合の避難
場所として協力いただいています。さらに、北
朝鮮弾道ミサイルにかかわるJアラート発令時に
おいて登下校中の児童生徒への情報伝達手
段としての役割も担っています。
③その年度の小学校入学児童全員にランドセ
ルに携行できる防犯ブザーを配付しています。　　　　　　　　　　
④児童生徒の下校時間に合わせて、町当局や
学校、ボランティア、防犯組織などが連携し、
防犯パトロールを実施しています。
⑤チラシや学校からのお知らせ等で学校安全
ボランティアを募集しています。また、ボラン
ティアへは蛍光ベストや横断旗を貸与します。

①各校とも学期ごとに、年３回
実施しています。
②町内の９８軒（東地区３２軒、
西地区２８軒、南地区１８軒、北
地区２０軒）を「子ども安全協力
の家」に指定し、児童生徒の安
全確保に協力いただいていま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③令和５年度は６９名（東小２５
名、西小４４名）に、防犯ブザー
（館林遊技業防犯協力会提
供）、防犯笛（日本マクドナルド
提供）を配付しました。　　　　　　　　　　　　　　　
④各機関が連携し、防犯パト
ロールを実施することで犯罪や
事故が起きにくい環境づくりに
繋がっています。
⑤町内で８１人の協力者を得
て、活動しています。

①迅速かつ的確な避難行動がとれるように
なってきました。
②通学路の所々に設置してあるので、児童
生徒の安心・安全な登下校の実現に貢献し
ています。また、犯罪への抑止力として、地
域の防犯にも貢献しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③何かあったら防犯ブザーを鳴らしたり、大
声を出して逃げたりという指導が徹底され、
安全意識の高まりに寄与しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　
④登下校時の地域住民や学校安全ボラン
ティアによるパトロールなども実施され、安
全意識が高まっています。
⑤多くの方にご協力をいただいています。
特にスクールバスに関しては、ほとんどの停
留所にボランティアの方々が見守ってくれ
ており、児童は安全に安心して通学できて
います。

①各校において、定期的に避難訓
練や防犯訓練が実施されています
が、近年、自然災害が多発し、特に
記録的豪雨の発生による危険性が
高まっているため、危機管理マニュ
アル等の見直しが必要になってき
ています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②「子ども安全協力の家」の協力軒
数が年々減少傾向にあるため、学
校と連携し協力軒数が増える手法
を検討します。
⑤ボランティアの方々の高齢化が
進み減少傾向にあります。学校から
の働きかけや広報紙への募集掲載
により改善を図ります。



主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

1２．家庭教育の充実

【学識者の意見】
　最近ではスマホを低学年から与える保護者も多いそうで、スマホを持っていると居場所がわかってかえって安心という考えの様です。お小遣いも現金ではなくPAYPAYでとか休み
の日にはファミレスで一日ゲームとか若いお母さんから聞くと、もう時代の変化について行けないと思ってしまいます。フィルターをかけているから大丈夫という考えだけで本当にいい
のでしょうか。情報モラルと言っても保護者自体が手からスマはが離れない人も多く、どこまで講習が響いているかは疑問です。また早くからスマホを与えられる家庭と経済的に無理
な家庭との格差でいじめが生じないかも心配です。

1３．奨学資金貸与事業の推進

【学識者の意見】
　是非教育を受ける機会を経済的なことが理由で奪われないように引き続きお願いしたい。ただ返済の義務があることなので、その事は事前によく説明し、納得していただいた上で
の利用をお願いしたい。

施　策　の　ね　ら　い 家庭教育の充実を図り、家庭と学校の連携を強化します。

施　策　の　ね　ら　い 経済的理由により進学が困難な方に、等しく教育を受ける機会を確保するため、支援します。

①親教育の充実（生活ルール
の定着化の推進）

①小学校においては１年生の保護者を、中学
校においては全学年の保護者を対象に、家庭
教育学級を実施しています。

①小学校では、外部講師
を招致し「情報モラル」や
「食育」、「親子ふれあい運
動教室」を実施しました。小
学校では、のべ１９３名、中
学校ではのべ４５名の保護
者が受講しました。

①小学校、中学校ともに多くの保護者
が受講し、高い評価を得ています。

①基本的生活習慣が身に付い
ている児童生徒とそうでない児
童生徒との間に差があり、親教
育については、更なる啓発が
不可欠であることから、参加促
進の工夫及び内容の工夫が必
要です。

①奨学資金貸与事業の実施 ①経済的理由により進学が困難な方に、支援
しています。

①令和５年度は６名申請が
あり、４名に支援を行いまし
た。２名は辞退しました。

①経済的な理由だけで進学を諦める
学生を減らします。
平成５年度から奨学資金貸与制度が
始まり、令和５年度まで２９３名の方が
この制度を利用しています。

①若干名の奨学生に返済の遅
延があるため、随時、返済を促
すとともに返済が困難な場合
は、返済が可能となるような返
済計画の見直しを行っておりま
す。今後も滞納者と綿密に連
絡をとり、滞納解消に努めま
す。
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１４．板倉町立小学校再編後のスクールバス通学における安全性の確保

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

学識者の総合意見　【 学校教育分野 】　　

【学識者の意見】
　スクールバスも４年目と言うことで、生徒、先生、業者も突発的な事案にもスムーズに対応できるようになってきたとは思いますが、こういう時こそ油断がでないように気を引き締めて
頂きたいと思います。常にマニュアルに誠実に日々の運行を心がけて頂きたいと思います。

　主任児童委員として県内各地の委員さんと意見交換をする機会が多く、そのとき感じることは小さい町のメリットです。他の特に大きい市が悩むような情報共有問題
は板倉ではありません。常に小中学校、役場、保健センター、保育園幼稚園などが生徒児童のことを共に考え対策を練って、皆で見守る。これはとても誇れることで
す。しかしその反面、子供のことを相談する機関、通級教室などの施設が整っていないのが残念です。スマホだ、タブレットだと若い保護者との考え方の違いはますま
す広がり、対応する先生方のご苦労は大変なものだと思います。しかし子供達の成長を見守り、幸せを願う気持ちは今も昔も変わらないと思います。

施　策　の　ね　ら　い スクールバスを引き続き安全に運行します。

①スクールバス運行における想
定外の事態への対応

①学校及び運行業者と連絡体制を密にし、定
期的に打合せを実施します。

①問題が発生した際には
即座に学校や業者と情報
共有を行いました。また、年
度末には、１年間の反省と
今後の課題について、学校
や業者と合同打合せを行
いました。

①新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、バス車内の消毒や窓を少し
開けて換気を行いながらの走行、ま
た、置き去りが発生しないよう、停留所
ごとに降車したことを確認するなど徹
底した対策を行い、大きな問題も無く
運行できました。

①スクールバスの運行も４年目
となり、様々な事象にもスムー
ズに対応できるようになりまし
た。今後も連絡体制をしっかり
と維持し、安全な運行ができる
よう取り組んで参ります。



主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策
①各公民館、自然館の運営
②各公民館主催の教室・講座
③公民館祭り、発表会

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策
①公民館図書の充実
②東洋大学市民講座・講演会

④子ども出前講座
⑤社会教育委員
⑥社会教育団体への支援

Ⅲ．生涯学習社会と社会教育の推進

１．公民館を拠点とした地域づくり、社会教育の推進

　各公民館が、新型コロナ対策に配慮しながら主催した企画は、町民の関心と参加意欲を向上させるための工夫を怠らず実施されたものであり、その効果は、利用者人数の増加に
現れており、運営に関する評価は良好と言えます。コロナ以前のような10万人を超える利用者数は到底見込めないものの、規模縮小ではなく、コンパクトながら専門性の高いものな
ど、内容を充実した企画も求められていると考えます。合わせて、講座等で町民が高めた知識や成果を発表する機会を設け、多くの町民に参集していただき、見聞が広められること
は、企画の継続や参加向上のため必要と思われます。

２．生涯学習機会の充実と推進体制の整備

【学識者の意見】
　今年度については、県の委託事業ではあるものの、人権教育関係の研修会が多く開催され、人権に係る者としては喜ばしく、高く評価します。資料によると、町主催の人権に関す
る研修会は、平成30年度から開催されていますが、人権の意味「人間らしく心おだやかにくらす権利」についてを、様々な具体的事例をもって学習する機会が増えることが、何より大
切と感じています。県の委託が終了しても、引き続き人権に関する多くの研修会が実施されることを希望します。また、昨年も触れましたが、図書貸出数は、今年度も２万冊を超え、
限られたスペースで展開しているにも拘らず堅持されていることは、利用者ニーズへの対応に努力と成果が見られ高く評価します。

施　策　の　ね　ら　い
公民館を地域づくりの拠点として位置づけ、地域のニーズに応じた講座教室を開催し、地域コミュニティー及び社会教育の推進を図ります。また、
地域の公民館として、利用団体との協働事業の実施並びに施設の利便性の向上に努めます。

施　策　の　ね　ら　い 社会教育を中心とした生涯学習推進のため、公民館図書の充実により学習機会の提供に努めます。

③人権教育・青少年教育団体
等

①安全かつ快適に利用できる環境の維持及び
改修を図り、利用者増及び利便性の向上を促
進します。
②③趣味・生きがいづくりを中心とした教室の
ほか、健康や料理など生活技術を学ぶ教室講
座等学習機会の充実を図ります。さらに公民館
利用団体やグループの日頃の成果を発表する
機会を設け、地域コミュニティーの活性化を促
進します。

①②令和5年度公民館利
用者延べ人数54,603人
(R4　47,459人）
③令和５年５月８日から新
型コロナウイルスが５類感
染症に移行したことで、各
種教室の開催、北部、東
部、南部公民館祭りなど、
コロナ以前に戻るように内
容を工夫して実施しまし
た。

①公民館維持管理については、限られた
予算の中で予定していた改修及び点検な
ど適正に執行できた。
②公民館主催教室講座は、受講者の多い
教室等を継続したほか、町民の興味関心が
高い教室や健康づくりを推進するための講
座及び生活で必要なスマホ教室などを実
施した。
③公民館祭り等は、新型コロナウイルス感
染症の状況を考慮し、規模縮小または内容
を工夫して実施できたことを適正に評価す
る。

①施設の老朽化に伴い施設改修
の必要性があります。随時実施して
いきたいと思います。
②③受講者が少ない教室講座を見
直し、教養、地域課題、地域文化
伝承など地域のニーズに沿った新
しい題材を取り入れ、受講者増に
繋げたいと思います。また、今後と
も教室・講座企画に必要なスキルな
ど近隣市町の公民館との情報交
換、研修の充実を図り、適切な教室
運営を行います。

①心の豊かさと情操の向上、更に幼児期から
の本とのふれあいが重要なことから、ニーズに
沿った蔵書の確保及び各公民館図書のネット
ワーク化を図り、町民サービスの向上に努めま
す。
②③④町民一人一人がいきいきと暮らせるまち
づくりを目指して、学習機会の提供による生涯
学習を推進します。
⑤社会教育行政に民意や地域の実情が反映
されるよう社会教育委員会議を開催し、様々な
立場からの知見を活用します。
⑥社会教育団体に対し、補助金交付申請等の
手続き支援を行っています。

①図書利用者延べ6,215人
（R4　6,655人）
図書貸出　21,097冊
（R4　21,161冊）
②東洋大学講座講演会(後援
なし)
③人権教育・青少年教育団体
等研修会4回163人（R4 1回 43
人）
④子ども出前講座4回225人
（R4　2回 98人）
⑤社会教育委員会議3回（R4　
3回）
⑥補助金申請団体等11団体
（R1　12団体）　　　　　

①コロナの５類移行から社会生活が再開し
たが、手指の消毒は継続しながら適切な図
書室運営に努めている。
②コロナ禍を経て以降、実施なし。
③県の委託を受け、様々なテーマで人権研
修を開催したことで、人権教育関係団体の
意識向上の機会となったと評価している。
④ＰＲなど周知啓発と事業内容の更なる検
討が必要である。
⑤社会教育委員は、様々な分野から選任さ
れており町民の要望等が反映されている。
今年度は、社会教育事業計画の審議のほ
か、町民教養講座の４年ぶりの開催のた
め、講師や内容等を協議した。
⑥補助金申請等については、活動実績な
ど考慮し適切な処理が行われている。

①図書ネットワーク利用の促進によ
り一層の読者ニーズの把握並びに
本購入のための財政措置を要望し
ています。
②③④生涯学習に関し、職員のス
キルアップが必要であり、そのため
の情報収集の徹底や研修会参加
を促進します。
⑤社会教育委員会議は、町全体の
社会教育に関する審議機関として
位置づけられています。今後とも研
修会等への積極的な参加を促し、
活動の活性化を図る必要がありま
す。
⑥引き続き、社会教育団体への支
援を継続していきます。
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３．人権教育の推進

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策
①人権教育
　（人権教育推進委員会）
　（人権教育作品の募集）

４．家庭教育の推進

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策
①家庭教育学級委託事業
②親子教室
③読み聞かせ会

【学識者の意見】
　人権教育は、子どもたちに身近な事例を示しながら、分かり易く学んでもらう大切な機会です。また、人権問題は多岐に渡るため、どのような分野から取っ掛かりをつけ、始めるか
は重要であり、今回の４事例は、ここ最近の状況から、内容も豊かで適切であり、参加者にも興味を抱かせる有意義な取り組みとして評価します。今後も、様々な人権問題をできる限
り分かり易く周知する事業の積極的な推進を望みます。　

【学識者の意見】
 　各小中学校への委託事業である家庭教育学級は、コロナ禍で回数が激減していましたが、今年度は、回数、受講者数とも増加しています。しかしながら、コロナ以前と比較すると
半分程度の回数に留まっており、学校側と協議のうえ更なる取り組みを期待します。特に、小学校入学前や小学校から中学校への大きな環境変化を伴う時期の子どもを持つ保護
者には、有効な事業と思われます。加えて、公民館事業での、親と子、子ども同士、親同士の交流の場の提供を推進してください。

施　策　の　ね　ら　い 人権が尊重される社会の実現に向けて、学校教育及び社会教育の場で人権教育の充実を図ります。

施　策　の　ね　ら　い
子どもの健全育成を図るため、子育ての悩みや問題を抱える保護者への情報提供や親子体験教室等を活用し家庭教育の重要性について考えて
いきます。

①人権教育の推進を図り、偏見と差別のない
民主的な明るいまちづくりを目指し、人権教育
推進委員会の開催、人権教育講座の開催及
び小中学生を対象に作文、標語などの人権教
育作品の募集事業を実施します。

①人権関係会議・研修会
等参加及び実施回数6回、
人権作品応募児童生徒数
885人。

①人権教育推進研修会については、
「子どもたちの人権」「外国籍の人たち
の人権」「性の多様性について」「スマ
ホ・ゲーム・インターネットとの付き合い
方」の４回実施した。近年注目されて
いる分野を取り入れながら人権啓発の
機会を設けることができたと評価する。

①人権の普及啓発については
その推進が難しいが、様々な
人権問題がある昨今、研修会
等をとおして委員の意識改革と
活動推進を図るとともに、子ど
もたちの人権への関心を高め
るため、継続して実施する必要
があります。

①家庭教育力の向上のため、各小中学校の家
庭教育学級を支援し、子どもの健全育成を図り
ます。
②親子で楽しくふれあう機会を提供するため料
理などの教室を開催します。
③公民館会場に乳幼児等親子を対象とした子
ども広場及びボランティアグループの読み聞か
せによるお話し会を開催します。

①家庭教育学級　東小学
校では年間4回 87人、西小
学校では年間3回 106人が
受講。中学校希望者（保護
者）では、年間5回 55人受
講
②親子教室４公民館で実
施
③読み聞かせお話し会を
中央、東部公民館で実施、
ちびっ子広場（親子）を南
部、北部公民館で実施。

①各小学校とも家庭教育に役立つよう
工夫を凝らし、実施することができた。
②小学生を対象に実施。親子での作
業や体験をすることで絆を深める良い
機会となっている。
③読み聞かせお話し会には、小学校
就学前の子ども達が参加し、親子間
の充実した交流の場を提供することが
でき、子育て支援の充実を図ることが
できた。また同時に子ども同士の交流
を通して保護者同士の交流の場と
なっていると評価する。

①今後も家庭教育学級の企画
立案は学校と教育委員会が連
携し様々な検討をしつつ推進
していきます。今後は、１年生
の保護者を中心に、他学年の
保護者参加を助長できる取り
組みについて学校と協議して
います。
②③公民館事業については、
共働き家庭が増える中で、親
子の絆を深める貴重な時間と
なるよう、内容の充実を図って
いきます。



５．家庭・地域及び学校の協力連携の推進

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策
①小中学校ＰＴＡ連合会事業

【学識者の意見】
　コロナ禍で２年間中止されていたPTA連合会事業が再開され、今回の研修会は、子育て中の保護者に参考になる内容であったとのこと。講演内容もさることながら、PTA連合が久
しぶりに参集しての事業と思われ、意義あることと評価します。PTA事業の見直しやPTA連合会の存続など話題になっていますが、子どもたちのために何が必要か見極め、活動を継
続していただきたいと思います。また、ここ数年開催されている防災食学習会も、懸念される災害時に役立つ事業として有効であり、継続を希望します。

施　策　の　ね　ら　い
家庭、地域及び学校がそれぞれの役割を前提とした上で協働事業を実施し、子どもたちの健全育成と地域コミュニティー向上を推進します。また、
小中PTAとの連携による研修会、講演会等を実施し子どもたちの生活ルールや規範意識の高揚を図ります。

①子どもたちを取り巻く課題や現状に目を向
け、小中PTA会員及び一般希望者も含めた講
演会等を開催します。

①指導者研修会は、現代
の思春期をテーマに茨城
大学人文社会科学部准教
授金丸隆太氏を講師に実
施し、48名の参加あった。
また、昨年に引き続き防災
について学ぶ「防災食学習
会」も開催し、25名の参加
があった。（R4 新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のた
め中止）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①指導者研修会は、子育て中の保護
者には参考になる講演会となった。昨
年度に引き続き防災について学ぶ「防
災食学習会」も開催し、参加者からは
「とても参考になった」と言う意見が多
く聞かれた。

①１年で会員が入れ替わる組
織で、小中PTA連合会の目的
及び役割を認識してもらうのに
難しい面がありますが、保護者
に参考となるような事業を的確
に実施していく必要がありま
す。
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Ⅳ．青少年の健全育成

１．体験活動・社会参加活動の推進

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

④二十歳のつどい

２．地域ぐるみ健全育成運動の推進

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

【学識者の意見】
　子どもたちの体験活動支援として、各公民館が実施した事業は44回を数え、コロナ禍以前と同水準になりました。また、子育連、青少推、青少年ボランティアが中心となって実施す
る自然体験スクール、デイキャンプも再開され、それぞれ期待される成果が得られたようです。ただし、サバイバルキャンプは、申込者がなく中止されたとのことであり、原因を調査のう
え、再開に向けた内容の見直しとボランティア確保が課題です。また、二十歳のつどいの参加者数については、対象者人口の減少によりやむを得ない部分はありますが、出席率
は、H28年度の79％をピークに減少し、今回は63％で16％も低くなっており、この向上対策が急務です。

【学識者の意見】
　青少年を対象とした、春、夏、冬の長期休み期間中における青少推によるパトロールも定着し、コロナ禍以前と同水準の現場対応が図られ、見守る体制の中、大きな成果があげら
れています。事業へのご協力に感謝しつつ連携体制の維持継続を評価します。これに加え、教委事務局による下校時や部活終了時のパトロールも安全対策として継続されたい。ま
た、今年再開された板倉まつりでのパトロールも犯罪抑止効果の高い事業として評価します。

施　策　の　ね　ら　い
体験活動を通じて、規律、協調、他人への思いやり等の精神を培うとともに、郷土を愛し心豊かでたくましい青少年の育成に努めます。また、青少年
期の節目として大人への自覚や将来への夢・希望を持つことの出来る青少年の育成に努めます。

①②子ども学習支援・体験教室
（各公民館）
③自然体験活動（子ども会自然
体験スクール、ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｷｬﾝﾌﾟ・
ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ）

施　策　の　ね　ら　い
子どもたちを犯罪から守る安全安心なまちづくり及び青少年の問題行動の防止、早期発見のため、学校・家庭及び地域が連携し青少年にとって好
ましい環境づくりを推進します。

①青少年健全育成・防犯パト
ロール
②青少年健全育成団体・機関
の連携

①②③子ども学習支援・体験教室は、土日ある
いは長期休業日の活動を支援するため、小中
学生に自主学習の場として公民館を開放する
と共に、学習支援ボランティア並びに地域住民
の知識・技術を活かした体験教室を実施しま
す。
④二十歳のつどいは青少年期の節目の行事と
して実施します。

①②子ども学習支援、体験
教室公民館合計44回、子
どもおもしろ科学教室4回
実施
③子ども会自然体験スクー
ル 67名参加、デイキャンプ
34名参加。サバイバルキャ
ンプについては「野外体験
教室」として企画したが、申
込者がいなかった。
④二十歳のつどい出席者
104名　出席率63％

①②子ども学習支援・体験教室は、学習意
欲の向上及び他校間交流が図られ、参加
者や保護者からの満足度も高い事業となっ
ており、期待した効果が得られたと評価して
います。
③自然体験活動は、子育連、青少推及び
青少年ボランティアが中心として実施してお
り、活動内容や関係者との調整等適切な対
応が出来たと評価している。
④二十歳のつどいについては、会場を中央
公民館に変更したが、滞りなく実施された。
実行委員との調整や関係者との協議等実
施内容は、適正と評価している。

①②子ども学習支援・体験教室の
参加者及びボランティアの確保が
課題となっています。事業内容や
ボランティアの活動内容についてＰ
Ｒを行い、事業への理解とボラン
ティアの確保につなげていくことが
必要となります。また、ＰＲ結果を担
当者の企画立案へ生かすことで、
魅力ある事業として継続していきま
す。
③サバイバルキャンプは、コロナ禍
を経て衛生面に対する考え方の変
化などから、新たな形での野外活
動を検討する必要があると感じま
す。

①青少年育成推進委員により春期、夏期及び
冬期の長期休業時に防犯パトロールを実施し
ます。更に各公民館による小学校下校時間帯
のパトロール及び教委事務局による夏期長期
休業時の中学校部活終了時間帯のパトロール
を実施します。
②町内の青少年関係団体、学校及び教育関
係者で、青少年の指導、育成及び保護等総合
的な青少年問題について相互の連絡調整を
図ります。

①三季パトロール22回延べ
54人参加、板倉まつりパト
ロールは、24名によりパト
ロールを実施した。

①青少年健全育成・防犯パトロール
は、事件事故を未然に防ぐ手だてとし
て必要です。更に定期的な巡回が犯
罪の抑止に役立っています。今後も引
き続き、青少推等の団体及び関係者
による体制を維持し継続していきま
す。
②関係機関間の連携についても、適
宜情報交換を行うなど適切な対応が
出来ています。

①②子ども安全協力の家など
地域の協力が今後もより一層
必要と思われます。普段の生
活の中で「見守り」的な活動が
普及するよう努力していく必要
があります。今後とも青少年健
全育成のため事業を展開して
いきます。



３．青少年団体の活動支援と指導者の養成

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

【学識者の意見】
　町の事業や行政区等の行事に関わって、青少年や子どもたちの健全育成のためにご活躍いただいている３団体には、コロナ禍で中止されていた事業等が、再開して実施されるう
えで大きな役割を担っています。これらの活動の継続には、先頭になる指導者の育成が不可欠であり、養成のために何が必要か、求められているかを見定めた事務局の対応をお
願いします。

施　策　の　ね　ら　い 青少年関係団体、グループの活動を支援し青少年健全育成を推進します。特に青少年ボランティアの育成を推進します。

①青少年育成推進委員連絡協
議会
②青少年ボランティア
③子ども会育成会連絡協議会

①②③青少年育成推進委員連絡協議会、子
ども会育成会連絡協議会及び青少年ボラン
ティアの活性化、スキルアップを目的に、教育
委員会に事務局を置き、青少年に関する連絡
調整、活動等を支援し、青少年健全育成を推
進します。

①青少年育成推進員活動
として、防犯パトロール、デ
イキャンプ、上毛かるた大
会審判等様々な活動を実
施しました。
②活動回数11回、会員19
名
③子育連活動としては、自
然体験スクールやかるた大
会を実施しました。

①青少年育成推進員は、町事業にと
まらず行政区及び地域の幅広い青少
年健全育成の指導者として中心的な
立場で活躍している。
②③子育連は小中学生を中心とした
健全育成を推進している。また、青少
年ボランティアは体験活動、野外活動
で子どもたちをフォローする重要な役
割を果たしている。
①②③この３団体はそれぞれの目的、
役割があり、青少年育成の中枢をなし
ています。今後も引き続き協働による
連携を図っていきます。

①青少年健全育成研修会参
加や他町、他機関との情報交
換・収集を積極的に行い、青少
年健全育成担当職員の資質
向上を図ります。
②③子どもたちのために、実施
事業について関係者等と協議
を重ねながら、よりよい方向性
を検討する必要があります。①
③デイキャンプ・自然体験ス
クールでは、近年の猛暑対策
も課題のひとつとして検討して
いく必要があります。
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Ⅴ．スポーツと体育の振興
１．生涯スポーツの推進

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

【学識者の意見】
　町民体育祭は、台風とコロナ禍による中止から、実に５年ぶりに再開されたにもかかわらずスムーズに運営され、全行政区の参加のもと、希薄になりつつある地域間・世代間交流の
活性化が図られました。同じく、スポーツフェスティバルも、メニューごとに運動しながら交流と親睦が図られています。また、健康ウォーキングは昨年から、コロナ以前と同じ、春と秋
の２回開催されましたが、今年度も参加者数はコロナ前の約半分に低減しています。健康志向の時代ですから、周知方法などにより増加も可能と考えます。弓道教室も気安く参加
できる工夫が必要です。　

施　策　の　ね　ら　い
各年代、経験に応じたイベントやスポーツ教室等を開催し、軽スポーツから競技スポーツまでの生涯スポーツを推進します。また、全ての町民が一
人一スポーツに親しむことができる環境づくりを推進します。

①町民体育祭
②スポーツフェスティバル
③健康ウオーキング
④各種スポーツ教室

①・②スポーツを通して町民相互の親睦と世代
間交流を図る。
③体力の向上と健康保持を目的に、スポーツ
推進委員の指導による健康ウオークを開催（春
と秋の2回。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④体育協会の加盟団体等の協力を得て、ス
ポーツ教室（サッカー・弓道・バドミントン・野球・
ハイキング・ゴルフ）を開催し、町民がひとり一ス
ポーツの振興を図る。

①町民体育祭15行政区及
び各種団体約1，465名が
参加しています。②スポー
ツフェスティバルは14行政
区、467名参加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③健康ウオーキングについ
ては、春（４9名）と秋（２4
名）の２回町内限定参加者
にて実施。　　　　　　　　　　　　　　
④スポーツ教室は、５教室
中２バトミントン教室を実施
（回数6回/延べ186人）　　　　　　　　　　　
・弓道教室　　　　　　　　　　　　
(回数：10回/延べ人数：2
人)　

①町民体育祭においては、5年ぶりの
開催となり、多くの各種団体及び行政
区の参加をいただき、地域間の世代
交流が図られています。②スポーツ
フェスティバルは、誰でも親しみやす
い種目を取り入れ、町民及び世代間
交流が図られています。
③健康ウオークについては、町内限
定の参加者で実施をし、春はさくらの
散策、秋は遊水地の紅葉を見ながら
のウオーキングが実施できた。　　　　　　　　　　　　　　　　
④スポーツ教室・ソフトテニス祭りは、
一人一スポーツのきっかけづくりに欠
かせません。バトミントン教室には多く
の方が参加していただきました。弓道
教室につきましては、申込みが2名で
したので、教室としては実施せず、体
験会として実施をいたしました。

①②事業を実施する上では、
綿密な打合せを実施していて
も、細部について様々な問題
が生じます。事業のスムーズな
運営や連携を図る上でも今後
は関係者全体で実施し、よりス
ムーズな事業運営を図ってい
く。　　　　　　　　　　　　　　　　　
③ウオーキングについては、秋
に実施する参加者が少ない傾
向にあります。実施時期や会
場（コース）の検討、周知の徹
底を行い、参加者の増加に繋
げていきます。　　　　　　　　　　　　　　　
④各種スポーツ教室について
は、関係団体や講師・参加者
等に意見を取り入れ、今後も引
き続き実施していきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



２．団体、指導者並びにスポーツボランティアの育成

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策
①スポーツ担当実技講習会

３．スポーツ施設の充実

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策

②学校体育施設の利用促進

【学識者の意見】
　スポーツ担当実技講習会、各種団体等の競技大会開催への支援についても、コロナによる中止以前と同等の実績に戻りました。スポーツは、シビアな競技として、或いは親睦を深
める場として、参加者が集い楽しみながら健康増進にもつながる効果がありますが、そこには、競い合いの原点があります。それぞれのルールに乗っ取り、厳正な判定を行うことが求
められるための講習会であり、必要性の高いものです。結果、これらの参加者が中心になって運営される競技は、スムーズに進行されるものと考えます。事務局は、担当者が求める
支援に迅速に対応できる体制を堅持してください。

【学識者の意見】
　スポーツ施設の維持管理については、特に屋外施設として利用される２つの旧小学校グランド整備に課題があるとのこと。現状から雨天時や直後の利用は困難であり、大きさや形
状なども利用頻度の低さに繋がっているかと思います。その中でも、利用時に支障が出ないよう除草管理を計画的に行い利用増進を目指してください。旧北小学校のグランドゴルフ
の利用状況はいかがでしょうか。

施　策　の　ね　ら　い
スポーツ推進委員及びスポーツ担当者の資質向上を図るため、研修会及び講習会を実施するとともに、各種スポーツ団体・クラブと連携を図りなが
らスポーツ団体の育成支援並びに指導者の育成、人材確保に努めます。

②体育協会、各種スポーツ団
体、クラブへの協力支援

施　策　の　ね　ら　い
スポーツ施設の適正な管理運営に努め、利便性の向上を図るとともに、地域に根ざしたスポーツの普及及びスポーツ施設の充実を目的に学校体
育施設の一般開放を積極的に推進します。

①社会体育施設の適正な管理
運営

①各行政区の正副スポーツ担当者を対象に、
スポーツ推進委員の指導により、軽スポーツの
競技方法及びルールについて講習会を開催し
ており、スポーツフェスティバルや行政区のス
ポーツ大会等の円滑を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②体育協会、各種団体及びクラブ等の自主的
なスポーツ活動を助長するため、競技大会へ
の支援を行う。

①スポーツ担当講習会で
は、担当者64人参加　　　
②各種団体等の競技大会
約30大会を規模縮小にて
実施。

①スポーツ担当者へ各種種目の講習
会ができたので、大会がスムーズに運
営することができました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②各種の競技大会は、一部海洋セン
ターが運営を行っている大会もありま
すが、概ね大会役員等が積極的に運
営に携わるなど自主的な運営ができ
ていると思います。今後も適切な支援
を実施しつつ、スポーツ団体・クラブの
育成に努めます。

①②活動している団体・クラブ
及び競技者の減少に伴い、大
会が縮小傾向のスポーツ大会
や休止しているクラブもありま
す。今後も各団体の関係者と
協議しながら実施するよう努め
ます。また、大会運営について
適切な支援を図りつつ、更なる
自主性を促進していく必要もあ
ります。

①既存のスポーツ施設等を有効利用するため
の定期的な除草作業や補修を行い、利用者の
利便性の向上を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②学校体育施設開放については、利用希望団
体やクラブと学校間の調整や割り振りを行い、
利便性の向上を図る。

①屋内体育施設は、適宜修繕
等を行い、屋外は除草作業等
を実施し、利用者の利便性向
上に努めました。
②学校の体育施設（特に屋内）
は、ほぼ空きがない状態である
が、旧北小・旧南小の体育館
等に割り振り、利用者の利便性
を図りました。

①当係の職員で、概ね計画通り実施
できたと思います。また、シルバー人
材センター等へ除草作業をお願いす
ることで、人件費削減に繋がったと思
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②学校体育施設については、利用団
体等の適切な使用により、学校からの
指導・苦情もなく利用されています。

①夏季の除草作業並びに雨季のグ
ラウンド整備が課題となっており、
旧北小・南小グランドの利用が少な
く、除草作業が間に合っていない
状況であった。除草剤等を活用し
計画的に行えるよう努めます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②学校施設利用については、ほぼ
空きがない状態であり、新規申込み
希望があった場合は、旧北小・旧南
小の利用を促し調整を密にする必
要があります。
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Ⅵ．芸術・文化の振興

１．芸術、文化活動の推進

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策
①町民文化祭（文化協会）
②小中学生絵画コンクール
③町民教養講座
④企画展、写真展、コンサート開催
⑤子ども伝統芸能教室

【学識者の意見】
　町民文化祭、町民教養講座とも再開されました。町民文化祭への来場者数は減少したものの、コロナ前は3，500人を超えており、町の伝統文化を守り伝承することと町民の日頃の
成果の発表の場として、地道に支援することが重要です。また、町民教養講座には、コロナ以前にも増した多くの聴講者があり、講座内容の充実と適正な運営が図られたものと評価
します。今後も魅力ある内容を期待します。子ども伝統芸能教室は、対象者に受講経験者や興味を持つ児童・生徒にも範囲を広げる検討も必要と考えます。

施　策　の　ね　ら　い
地域の伝統芸能等の伝承に努めると共に、地域文化活動団体の活動成果を発表する機会の提供と優れた芸術文化に触れる機会の提供を図り、
地域文化の振興を推進します。

①芸術文化振興を目的に、文化協会と共催に
よる町民文化祭を開催し活動発表及び展示を
実施します。
②小中学生絵画コンクールは学校と連携し、応
募者の中から入選作品を選出します。また、入
選作品の展示・表彰を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③町民教養講座では、著名な講師を迎え、わ
かりやすく親しみやすい講座を開催します。
④わたらせ自然館では、年間を通じ、町内外で
活躍する方の写真展やコンサート等を開催しま
す。
⑤地域伝統芸能の伝承を目的に小学生を対
象とした伝統芸能教室を開催します。

①町民文化祭来場者2，
481人（R4 新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため
中止）
②小中学生絵画ｺﾝｸｰﾙ応
募者　942人（R4 942人）
③町民教養講座聴講者延
べ308人（R4 新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため
中止）
④わたらせ自然館企画展
等来場者年間3，946人
（R4 4，422人）
⑤子ども伝統芸能教室受
講児童（小学4年生・5年生
対象）　186人（R4 198人）

①町民文化祭は、4年ぶりの開催とな
りましたが、多くの方々にご来場いた
だきました。44年の歴史ある事業であ
り、芸術文化を身近に触れられる場と
して、引き続き芸術文化振興に努めま
す。
②小中学生絵画ｺﾝｸｰﾙは、小中学校
と連携し実施しており実施方法は適切
と評価する。
③町民教養講座は、4年ぶり開催とな
りましたが、多くの方にご来場いただき
ました。引き続き、町民のニーズに応
えながら開催していきます。
④わたらせ自然館事業は、新型コロナ
ウイルス感染症が5類感染症に移行し
たことで、コンサートを開催し、コロナ
以前の賑わいが戻るような内容を工夫
して実施できたと評価する。
⑤子ども伝統芸能教室は、小学生が
地域の伝統芸能に触れる機会を設け
ることが出来たと評価する。

①②③④事業を長年継続実施
しているとどうしても内容が単
調になり結果的に参集者が減
少する傾向にあります。日常的
に他町、他館職員並びに関係
者と連絡を密にし、情報交換
等により、常に内容を検討し改
善に努めます。また、アンケー
ト調査等によりニーズの把握に
努めます。　　　　　　　　　　　　　　　　
⑤近い将来、伝統芸能の伝承
者がいなくなってしまうことが危
惧されるので、事業の継続と合
わせて検討が必要です。



２．文化財の保護、活用の推進

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策
①文化財・古文書調査
②無形民俗文化財育成
③埋蔵文化財（発掘、調査）
④文化財普及啓発
⑤文化財保護（防火訓練）

３．文化的景観の普及啓発活動と利活用

主な事務事業名 事務事業の概要（目的及び手段・方法等） 指標・実績又は成果 評価 課題及び改善策
①文化的景観保護推進事業

【学識者の意見】
　文化遺産の保護・保存に係る作業は、案件に対する県の指示に基づき、その都度適切に行われていると評価します。また、町文化財に関する講座や技術継承のための教室、見
学などもコロナ以前と同等となる実績を評価します。また、例年どおり、災害時の緊急的保護対応としての訓練は、雷電神社は実施されましたが、隔年で実施される予定の西丘神社
は事情により延期となりました、再度調整をお願いします。これらは、文化財保護への消防、地域住民で協力する体制の定着が期待されます。

【学識者の意見】
　重要文化的景観の選定、ラムサール条約湿地の登録を機に、町内外に向けた普及啓発活動が行われており、その来訪者対応のための講座を実施しています。コロナ過による中
止の後、昨年より再開されましたが、参加者は低迷しています。ついては、観光資源としてのインパクトが弱いため、隣接市町や近県と共同するなどの検討を期待します。また、子ど
もたちを対象にした現地説明会は、現状を知ってもらうことも重要ですが、逆に子ども目線での啓発の発想を得る良い機会にもなりそうに感じます。

施　策　の　ね　ら　い
町内に遺されている有形無形文化財の調査・保存・活用を推進すると共に、埋蔵文化財の調査保護に努め、併せて文化財保護思想の普及と高揚
を推進します。

施　策　の　ね　ら　い 文化的景観の普及啓発に努めると共に、その利活用を図ります。

①③埋蔵文化財調査をはじめ、有形文化財の
保護保存及び古文書調査の充実に努め、その
保存と活用を推進します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②無形民俗文化財では、活動補助等支援を行
いその伝承に努めます。
④文化財に関する体験教室や講座として、機
織り教室や板倉学講座などを開催し、文化財
についての継承と理解を図ります。また、文化
財資料館の展示等の充実を行います。
⑤指定文化財等保護のため、模擬火災訓練を
実施します。

①文化財調査委員会開催
回数１回、古文書公開準備
作業
②指定文化財管理委託件
数47件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③開発届出・通知82件、埋
蔵文化財立会調査件数39
件、試掘・確認調査件数5
件、慎重工事10件
④機織り教室開催数10回
28名（延べ）、板倉学講座
開催数2回、文化財資料館
施設見学等来館者数1,493
人
⑤【雷電神社】町、教育委
員会、消防署、消防団及び
雷電神社等参加者数164
名
【西丘神社】消防団パレー
ド実施のため、延期。

①文化財の保護保存を目的に文化財
調査委員会で審議を行った。
②指定文化財の委託事業では全ての
文化財が適正に管理されており、その
効果が伺える。
③開発届出件数が増加している。県
の文化財保護課の指示により調査立
会か慎重工事かが決定されている。
令和5年度は遺構遺物の発見はなし。
④機織り教室では、リピーターが多い
状況ではあるが適正に実施できた。
⑤毎年実施している雷電神社に加
え、各地区を代表する神社でも年度ご
とに順番で実施することとなり、今年度
は西丘神社にて実施を予定していた
が、消防団パレード実施のため、延期
となった。

①古文書についてデジタル
データでの保存対象を広げ、
周知のための公開を順次行っ
ていきます。
②管理者の高齢化で、これか
ら先、管理が困難になってくる
ことが予想されるためどう対処
するか考える必要があります。
③専門的知識が必要とされる
ため、専門職配置が必須であ
ると考えます。
④体験教室や講座の積極的な
開催と参加者の減少が課題と
なります。参加者を意識し、企
画の検討を行います。
⑤文化財を火災、震災その他
の災害から守るとともに、町民
の文化財愛護思想を高めるた
め、今後とも実施していきま
す。

①文化的景観国選定に伴い、普及啓発のため
の現地説明会を開催します。

①水場の風景を守る会と共
催の講座を1回開催、38名
参加。また、小学生対象の
現地説明会（子ども出前講
座）1回 58名参加。

①当町の水場景観が、関東初の重要
文化的景観国選定となったことと、渡
良瀬遊水地がラムサール条約湿地に
登録となったことで、来訪者に対して
の説明を「水場の風景を守る会」会員
の協力を得ながら実施している。

①文化的景観については、景
観の保護と活用を図るために、
町民への周知及び観光と連携
した体制づくりが課題となりま
す。
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学識者の総合意見　【 社会教育分野 】　

　コロナ禍に大きく影響された４年間が経過し、まだ予断は許されないものの、一定の対策を講じつつ総体的に動き出した年度でした。町の社会教育施策について
も、従来の支援対策を基本に再開され、支障なく運営されているもの、新たな支援策の検討が急務なものなど、最新の町民ニーズに沿った対応が求められます。これ
らは、コロナに関係なく不断に対応すべきと言えますが、ある意味、この４年間を事業を見直す良い期間だったと捉え、各事業計画の達成度向上のため、関係者と担
当者が協議・連携のうえ、今後の社会教育分野の拡充に努めていただきたい。年度成果としては、概ね良好と評価します。


